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■対象者
区　分 対　象 申　請

ひ
と
り
親
世
帯
分

① 令和５年３月分の児童扶養手
当の支給を受けている人 不要

❷

公的年金等の受給により、令
和５年３月分の児童扶養手当
の支給を受けていない人(未申
請の人も含む)
※児童扶養手当にかかる支給
制限限度額を下回っている
人に限る。

要

❸

食費等の物価高騰の影響を受
けて家計が急変するなど、収
入が児童扶養手当を受給して
いる人と同じ水準となってい
る人

要

ひ
と
り
親
世
帯
以
外
分

④

令和４年度の子育て世帯生活
支援特別給付金（ひとり親世
帯以外分）を本市から受給さ
れた人

不要
（※）

❺

平成17年４月２日（特別児童
扶養手当の対象児童の場合は、
平成15年４月２日）～令和６
年２月29日に生まれた児童を
養育する父母等（④以外）で、
直近の収入の家計が急変し、
住民税均等割が非課税または
非課税である人と同様の水準
にあると認められる人

要

※本給付金は「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯
以外分」のいずれかのみの支給となります。

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
食
料
品
価
格
等

の
物
価
高
騰
に
よ
る
影
響
を
受
け

て
い
る
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に

対
し
て
、
１
世
帯
あ
た
り
３
万
円

を
支
給
し
ま
す
。

■
対
象
者

　

令
和
５
年
６
月
１
日
時
点
で
本

市
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ

て
お
り
、
世
帯
全
員
の
令
和
５
年

度
分
の
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税

で
あ
る
世
帯
の
世
帯
主

※
生
活
保
護
受
給
者
や
令
和
５
年

６
月
１
日
時
点
で
、
本
市
の
住
民

基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
外

国
人
も
要
件
を
満
た
す
場
合
は
対

象
と
な
り
ま
す
。

■
申
請
手
続

　

市
が
給
付
対
象
と
な
る
可
能
性

が
あ
る
世
帯
を
抽
出
し
、
ご
自
宅

に
申
請
に
必
要
な
書
類（
確
認
書
）

を
送
付
し
ま
す
。

　

支
給
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や
申
請
方

法
な
ど
の
詳
細
は
、
決
ま
り
次
第

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
の
で
、
し
ば
ら
く
お
待

ち
く
だ
さ
い
。

　

食
費
等
の
物
価
高
騰
等
に
直
面

し
、
影
響
を
特
に
受
け
る
低
所
得

の
子
育
て
世
帯
を
支
援
す
る
た

め
、
児
童
１
人
あ
た
り
５
万
円
を

支
給
し
ま
す
。

■
対
象
者　
右
の
表

■
申
請
方
法　
表
の
❷
・
❸
・
❺

に
該
当
す
る
人
は
、
令
和
６
年
２

月
29
日
（
木
）
ま
で
に
家
庭
支
援

課
へ
申
請
が
必
要
で
す
。

※
給
付
金
の
対
象
と
な
る
人
に
よ

っ
て
申
請
手
続
き
が
異
な
り
ま

す
。
申
請
書
類
な
ど
詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
家
庭
支
援
課
（
☎
９
８
３
・
１
１
１
２
）

令
和
５
年
度

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金

ひ
と
り
親

世
帯
分

ひ
と
り
親
世
帯

以
外
分

令
和
５
年
度

低
所
得
世
帯
物
価
高
騰
対
策
支
援
給
付
金

問
低
所
得
世
帯
物
価
高
騰
対
策
支
援
給
付
金
担
当

　
（
生
活
支
援
課
）（
☎
９
８
１
・
５
５
０
５
）

　

雨
水
の
流
出
抑
制
や
庭
木
へ

の
散
水
、
非
常
用
の
生
活
用
水

な
ど
へ
の
有
効
活
用
を
図
る
た

め
、
雨
水
を
溜
め
る
施
設
（
雨

水
タ
ン
ク
）
を
設
置
す
る
人
に

助
成
金
を
交
付
し
ま
す
。

　

申
請
に
関
す
る
説
明
後
に
必

要
書
類
を
配
付
し
ま
す
の
で
、

申
請
さ
れ
る
人
は
、
事
前
に
下

水
道
課
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
対
象　
市
内
の
建
物
に
、
新

た
に
雨
水
タ
ン
ク
を
設
置
す
る

建
物
所
有
者
・
占
有
者
（
所
有

者
の
同
意
を
得
た
人
に
限
る
）

※
過
去
の
交
付
対
象
者
も
、
追

加
で
設
置
す
る
場
合
は
申
請
可

（
１
建
築
物
に
つ
き
２
基
以
内
）。

※
過
去
の
交
付
対
象
者
で
２
基

雨
水
貯
留
施
設（
雨
水
タ
ン
ク
）設
置
助
成
金
に
つ
い
て

■制度概要
事業名 補助対象経費 補助率 補助上限額

八幡で
買おう
応援事業

販売促進イベント等
の開催経費 1／2 30万円

八幡を
広めよう
応援事業

展示会等への出展経
費 1／2 国内10万円

国外30万円

八幡を
整えよう
応援事業

防犯カメラや指定施
設の設置等に要する
経費
※京都府の商店街に
ぎわい施設・設備
整備事業の対象事
業にのみ補助。

1／3 200万円

八幡で
始めよう
応援事業

市内での創業または
第二創業にかかる経
費

1／2 30万円

八幡で
作ろう
応援事業

新たなヤワタカラ認
定を目的とした特産
品の開発経費

1／2 10万円

八
幡
市
商
工
業
活
性
化
補
助
金

設
置
済
み
の
人
は
、
設
置
日
か

ら
５
年
経
過
し
、
買
い
替
え
の

た
め
に
新
た
に
設
置
さ
れ
る
場

合
に
限
り
申
請
可
。

■
要
件

❶
新
た
に
設
置
さ
れ
る
物
で
あ

る
こ
と
（
申
請
前
に
設
置
し
た

場
合
は
対
象
外
）

❷
展
示
ま
た
は
売
買
（
建
築
物

と
一
体
と
し
て
売
買
す
る
場
合

も
含
む
）
の
用
に
供
す
る
物
で

は
な
い
こ
と

❸
タ
ン
ク
は
１
建
築
物
に
つ
き

２
基
以
内
で
、
１
基
あ
た
り
１

０
０
㍑
以
上
で
あ
る
こ
と

■
助
成
金
額　
タ
ン
ク
本
体
と

付
属
品
（
架
台
等
）、
購
入
に

要
す
る
費
用
（
送
料
含
む
）
の

４
分
の
３
相
当
額
（
税
込
で
上

限
４
万
５
千
円
〈
千
円
未
満
は

切
り
捨
て
〉）

※
設
置
工
事
費
、
そ
の
他
諸
費

用
は
対
象
外
で
す
。

■
受
付
期
間　
７
月
３
日（
月
）

〜
令
和
６
年
１
月
31
日
（
水
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

※
土
・
日
・
祝
日
、
12
月
29
日

〜
令
和
６
年
１
月
３
日
は
除

く
。

※
予
算
額
に
達
し
次
第
終
了
。

　ご自宅や職場などに八幡市やこども家庭庁（の職員）などをかたった不審
な電話や郵便があった場合は、八幡市役所や八幡警察署（☎981‒0110）、ま
たは警察相談専用電話（♯9110）にご連絡ください。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意を

問下水道課（☎983‒5459）

７月19日が締切！

■申請期限　交付申請書に添付書類を添えて、７月19日
（水）午後５時までに商工観光課へ持参
※補助対象者や対象経費など詳しくは、下記のＱＲコード
を読み取り、ご参照ください。

活力ある
地域経済・地域社会を目指す

問
商
工
観
光
課
（
☎
９
８
３
・
２
８
５
３
）

　地域に根差した商工業活動の活性化を図ることで、市民
の日常生活の利便性向上や活力ある地域経済・地域社会を
目指すため、商工業振興にかかる取り組みに補助金を交付
します。

受
付
中


